
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんな時、どうしようこんな時、どうしようこんな時、どうしようこんな時、どうしよう    
こんな時、どうなるこんな時、どうなるこんな時、どうなるこんな時、どうなる        

ＡＡＡＡ    

「社会保障審議会年金部会」が年金の支給開始年齢の改正案を答

申しました。現状の支給開始年齢と支給開始年齢を１歳刻みに引上

げる改正案(第一案)を男女別に図で比較してください。 

ＱＱＱＱ    

年金支給開始年齢年金支給開始年齢年金支給開始年齢年金支給開始年齢    

年金支給開年金支給開年金支給開年金支給開始年齢始年齢始年齢始年齢    

Ｑ＆Ａ通信Ｑ＆Ａ通信Ｑ＆Ａ通信Ｑ＆Ａ通信(2011(2011(2011(2011年年年年12121212月月月月))))    

    年金支給開始年齢年金支給開始年齢年金支給開始年齢年金支給開始年齢    男性男性男性男性    その１その１その１その１ 

男性の場合は以下の通りです。左側の図が現状。右側の図が支給

開始年齢を１歳刻みに引上げる改正案(第一案)です。 

自分の誕生日に該当する図をみてください。アミ掛け部分は実際

に支給される年金部分です。アミなしは支給されない年金部分で

す。 

報酬比例部分 

昭和昭和昭和昭和27272727年４月２日～年４月２日～年４月２日～年４月２日～28282828年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ    

60歳 

定額部分 

65歳 

現状 改正案改正案改正案改正案    

報酬比例部分 

60歳 

定額部分 

65歳 

昭和昭和昭和昭和28282828年４月２日～年４月２日～年４月２日～年４月２日～29292929年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ    

報酬比例部分 

61歳 

定額部分 

65歳 

報酬比例部分 

61歳 

定額部分 

65歳 

昭和昭和昭和昭和29292929年４月２日～年４月２日～年４月２日～年４月２日～30303030年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ    

報酬比例部分 

61歳 

定額部分 

65歳 

報酬比例部分 

62歳 

定額部分 

65歳 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

こんな時、どうしようこんな時、どうしようこんな時、どうしようこんな時、どうしよう    
こんな時、どうなるこんな時、どうなるこんな時、どうなるこんな時、どうなる        

    年金支給開始年齢年金支給開始年齢年金支給開始年齢年金支給開始年齢    男性男性男性男性    その２その２その２その２ 

年金支給開始年齢年金支給開始年齢年金支給開始年齢年金支給開始年齢    

年金支給開始年齢年金支給開始年齢年金支給開始年齢年金支給開始年齢    

Ｑ＆Ａ通信Ｑ＆Ａ通信Ｑ＆Ａ通信Ｑ＆Ａ通信(2011(2011(2011(2011年年年年11112222月月月月))))    

昭和昭和昭和昭和30303030年４月２日～年４月２日～年４月２日～年４月２日～31313131年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ    

報酬比例部分 

62歳 

定額部分 

65歳 

報酬比例部分 

63歳 

定額部分 

65歳 

昭和昭和昭和昭和31313131年４月２日～年４月２日～年４月２日～年４月２日～32323232年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ    

報酬比例部分 

62歳 

定額部分 

65歳 

報酬比例部分 

64歳 

定額部分 

65歳 

昭和昭和昭和昭和32323232年４月２日～年４月２日～年４月２日～年４月２日～33333333年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ    

報酬比例部分 

63歳 

定額部分 

65歳 

報酬比例部分 

定額部分 

65歳 

老齢厚生年金 

老齢基礎年金 

昭和昭和昭和昭和33333333年４月２日～年４月２日～年４月２日～年４月２日～34343434年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ    

報酬比例部分 

63歳 

定額部分 

65歳 

報酬比例部分 

定額部分 

65歳 

老齢厚生年金 

老齢基礎年金 

昭和昭和昭和昭和34343434年４月２日～年４月２日～年４月２日～年４月２日～36363636年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ    

報酬比例部分 

64歳 

定額部分 

65歳 

報酬比例部分 

定額部分 

65歳 

老齢厚生年金 

老齢基礎年金 

※昭和36年４月２日以降生まれの支給開始年齢は現状と改正案も65歳です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんな時、どうしようこんな時、どうしようこんな時、どうしようこんな時、どうしよう    
こんな時、どうなるこんな時、どうなるこんな時、どうなるこんな時、どうなる        

    年金支給開始年齢年金支給開始年齢年金支給開始年齢年金支給開始年齢    女性女性女性女性    その３その３その３その３ 

年金支給開始年齢年金支給開始年齢年金支給開始年齢年金支給開始年齢

年金支給開始年齢年金支給開始年齢年金支給開始年齢年金支給開始年齢    

Ｑ＆Ａ通信Ｑ＆Ａ通信Ｑ＆Ａ通信Ｑ＆Ａ通信(2011(2011(2011(2011年年年年11112222月月月月))))    

ＡＡＡＡ    
女性の場合は以下の通りです。 

報酬比例部分 

昭和昭和昭和昭和27272727年４月２日～年４月２日～年４月２日～年４月２日～29292929年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ    

60歳 

定額部分 

65歳 

現状 改正案改正案改正案改正案    

報酬比例部分 

60歳 

定額部分 

65歳 

報酬比例部分 

61歳 

定額部分 

65歳 

報酬比例部分 

61歳 

定額部分 

65歳 

64歳 

報酬比例部分 

60歳 

定額部分 

65歳 64歳 

昭和昭和昭和昭和29292929年４月２日～年４月２日～年４月２日～年４月２日～33333333年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ    

報酬比例部分 

60歳 

定額部分 

65歳 

昭和昭和昭和昭和33333333年４月２日～年４月２日～年４月２日～年４月２日～34343434年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ    

昭和昭和昭和昭和34343434年４月２日～年４月２日～年４月２日～年４月２日～35353535年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ    

報酬比例部分 

61歳 

定額部分 

65歳 

報酬比例部分 

62歳 

定額部分 

65歳 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんな時、どうしようこんな時、どうしようこんな時、どうしようこんな時、どうしよう    
こんな時、どうなるこんな時、どうなるこんな時、どうなるこんな時、どうなる        こんな時、どうしようこんな時、どうしようこんな時、どうしようこんな時、どうしよう    
こんな時、どうなるこんな時、どうなるこんな時、どうなるこんな時、どうなる        

    年金支給開始年齢年金支給開始年齢年金支給開始年齢年金支給開始年齢    女性女性女性女性    その４その４その４その４ 

年金支給開始年齢年金支給開始年齢年金支給開始年齢年金支給開始年齢    年金支給開始年齢年金支給開始年齢年金支給開始年齢年金支給開始年齢    

Ｑ＆Ａ通信Ｑ＆Ａ通信Ｑ＆Ａ通信Ｑ＆Ａ通信(2011(2011(2011(2011年年年年11112222月月月月))))    

昭和昭和昭和昭和35353535年４月２日～年４月２日～年４月２日～年４月２日～36363636年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ    

報酬比例部分 

62歳 

定額部分 

65歳 

報酬比例部分 

63歳 

定額部分 

65歳 

昭和昭和昭和昭和36363636年４月２日～年４月２日～年４月２日～年４月２日～37373737年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ    

報酬比例部分 

62歳 

定額部分 

65歳 

報酬比例部分 

64歳 

定額部分 

65歳 

昭和昭和昭和昭和33337777年４月２日～年４月２日～年４月２日～年４月２日～39393939年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ    

報酬比例部分 

63歳 

定額部分 

65歳 

報酬比例部分 

定額部分 

65歳 

老齢厚生年金 

老齢基礎年金 

昭和昭和昭和昭和39393939年４月２日～年４月２日～年４月２日～年４月２日～41414141年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ    

報酬比例部分 

64歳 

定額部分 

65歳 

報酬比例部分 

定額部分 

65歳 

老齢厚生年金 

老齢基礎年金 

※昭和41年４月２日以降生まれの支給開始年齢は現状と改正案も65歳です。 

※残りの改正案(第二・第三案については別紙小冊子でまとめてあります。興味のある方はその冊

子で確認してください。 


